
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年９月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４長第３８号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２６年２月１７日 １４時３０分ごろ 

発生場所 長崎県佐世保市高島南東方沖の浮瀬 

 佐世保市所在の九十九島湾大崎防波堤灯台から真方位２２１°

２,８３０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°０８.８′ 東経１２９°３７.３′） 

事故等調査の経過  平成２６年５月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 押船 第三藤
とう

進
しん

、１９トン 

   ２７０－４１３２３長崎、株式会社藤進 

Ｂ クレーン台船 第五藤進、不詳（長さ約６４.１ｍ） 

   なし、株式会社藤進 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 船底に凹損 

 事故等の経過 Ａ船は、船長ほか３人が乗り組み、石材約７００ｍ3 を積載して船

首約２.４ｍ、船尾約２.６ｍの喫水により、甲板員等４人が乗船する

Ｂ船の船尾にＡ船の船首を結合して押船列（以下「Ａ船押船列」とい

う。）を構成し、船長が操船して約２ノットの対地速力で浮瀬の北方

に向けて西進中、平成２６年２月１７日１４時３０分ごろ浮瀬北方沖

の浅所に乗り揚げた。 

Ａ船押船列は、船体を点検し、異状が認められなかったので、その

後も航海を続け、４月１２日造船所で上架したところ、Ｂ船の船底に

損傷が発見された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 雨、風向 南西、風速 約６m/s 

海象：潮汐 下げ潮の末期 

 その他の事項  船長は、本事故発生場所付近の海域を自ら操船して航行するのは初

めてであり、事前に海図で水路調査を行っていなかった。 

船長は、レーダー及びＧＰＳプロッターを作動させていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 



 

 判明した事項の解析  Ａ船押船列は、浮瀬北方沖を西進中、船長が事前に水路調査を行っ

ていなかったことから、浮瀬北方沖の浅所に乗り揚げたものと考えら

れる。 

原因  本事故は、本船が、浮瀬北方沖を西進中、船長が事前に水路調査を

行っていなかったため、浮瀬北方沖の浅所に乗り揚げたことにより発

生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・初めて航行する海域は、事前に水路調査を行って浅所の状況等を

把握しておくこと。 

 


